
＜様式第1-5＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 国保資格ファイル 

市の機関等の名称 市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

健康福祉部 医療保険課、吉川支所 健康福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険資格事務に利用する。 

記録項目 

１保険証番号、２保険証種別、３交付年月日、４発行年月日、５有効年月

日、６回収年月日、７交付情報、８回収情報、９付加情報、１０世帯区分、

１１退職区分、１２世帯主氏名、１３世帯主宛名番号、１４世帯番号、１

５国保履歴番号、１６行政区、１７電話番号、１８現住所、１９転出先、

２０宛名番号、２１個人番号、２２住民区分、２３資格区分、２４枝番、

２５氏名、２６氏名カナ、２７生年月日、２８国保続柄、２９性別、３０

資格適用開始日、３１資格適用開始事由、３２資格開始届出日、３３資格

適用終了日、３４資格適用終了自由、３５資格適用終了届出日、３６退職

該当異動年月日、３７退職該当退職異動事由、３８退職該当届出年月日、

３９退職非該当異動年月日、４０退職非該当異動事由、４１退職非該当届

出日、４２前期高齢者区分、４３認定証区分、４４特定疾病区分、４５介

護区分、４６適用除外区分、４７学遠特例区分、４８旧扶養区分、４９非

自発的失業区分、５０滞納区分、５１申告区分、５２住民税課税区分、５

３最新課税区分、５４最新負担区分、５５若年者課税区分、５６前期高齢

者負担区分、５７所得割算定基礎（給与支払）、５８所得割算定基礎（課

税所得）、５９公的年金支払額、６０雑所得、６１年金雑所得、６２低Ⅰ

判定用合計所得、６３住民税課税所得、６４基礎控除、６５社会保険料、

６６配偶者特別控除、６７専従者人数、６８専従者控除、６９16歳未満被

保険者数、７０16歳以上19歳未満被保険者数、７１市民税所得割額、７２

市民税均等割額、７３県民税所得割額、県民税均等割額、７４送付先開始

年月日、７５送付先終了年月日、７６送付先氏名、７７送付先住所 

記録範囲 
国民健康保険加入者及び国民健康保険加入者であった者で資格

喪失者（ともに擬制世帯主を含む） 

記録情報の収集方法 本人から提供される異動連絡票、各種申請書 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 兵庫県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)三木市 総合政策部 企画政策課 

(所在地)〒673-0492 三木市上の丸町１０―３０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第60条第2項第1号 
 （電算処理ファイル）  □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第21条第7項に該当する 
ファイル  ☑有 □無 

備   考  

 


